
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

地方公共団体実行計画（事務事業編） 
温室効果ガス排出量算定支援ツール 
「かんたん算定シート」（Ver.4.3） 

操作説明書 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

令和３年 12 月 
環  境  省 

大臣官房 環境計画課 
  



 
 

 

目次 

この操作説明書での記載のルール ............................................................................. i 

1. はじめに ..................................................................................................... 1 
1-1． 「かんたん算定シート」の概要 ................................................................... 1 
1-2． Ver.3.1 からお使いいただいている方へ ........................................................ 2 
1-3． 本システムによる「温室効果ガス総排出量」算定の流れ ................................... 3 

2. 管理者向けガイド .......................................................................................... 4 
2-1． 算定に向けた下準備 ................................................................................. 4 
2-2． 各ファイルの配置方法 .............................................................................. 5 
2-3． 初期化 .................................................................................................. 5 

 部局・課室の登録 .............................................................................. 6 
 施設の登録 ...................................................................................... 7 
 調査項目の設定 ................................................................................. 8 

 地球温暖化対策推進法施⾏令第 3 条第 1 項で具体的に規定されている区分に対
する調査項目の調整 .................................................................................... 8 

 地球温暖化対策推進法施⾏令第 3 条第 1 項で具体的に規定されていない区分に
対する調査項目の追加 ................................................................................. 9 

 電気事業者一覧の読み込み ................................................................ 11 
 係数の設定 .................................................................................... 12 

 温室効果ガスの排出係数 ................................................................... 12 
 単位発熱量 ..................................................................................... 12 

 集計開始年度の指定と⼊⼒ブックへの設定の転記 .................................... 13 
2-4． ⼊⼒ブックの配布 .................................................................................. 14 
2-5． 配布後の一括設定変更 ............................................................................ 17 
2-6． 集計 ................................................................................................... 19 

 担当者が追加した電気事業者の把握と排出係数の設定 .............................. 19 
 一括集計 ....................................................................................... 20 
 一覧表示 ....................................................................................... 20 

2-7． 「温室効果ガス総排出量」の算定 .............................................................. 21 
2-8． 管理者での活⽤方法 ............................................................................... 22 

 ベンチマーク評価 ............................................................................ 22 
 部局・課室別集計 ............................................................................ 22 
 目標達成度の評価 ............................................................................ 22 
 エネルギー消費量及び炭素集約度の把握 ............................................... 23 



 
 

2-9． Ver.3.1 からの移⾏ ................................................................................ 23 
 移⾏作業の概要 ............................................................................... 23 
 移⾏作業の流れ ............................................................................... 24 

3. 各部局・課室担当者向けガイド ....................................................................... 26 
3-1． ⼊⼒ブックの⼊⼒ .................................................................................. 26 
3-2． 各部局・課室での活⽤ ............................................................................ 27 

 「温室効果ガス総排出量」の経年変化 .................................................. 27 
 原単位による目標達成度の評価 ........................................................... 28 
 炭素集約度 .................................................................................... 28 

4. 省エネ法（⼯場等に係る措置）定期報告書への応⽤ ............................................. 30 
4-1． 本章の概要 ........................................................................................... 30 

 本章の目的 .................................................................................... 30 
 エネルギーの使⽤の合理化に関する法律に基づく定期報告書の概要 ............. 30 

4-2． 作業の流れ ........................................................................................... 31 
 作業の方針 .................................................................................... 31 
 省エネ法定期報告書の作成に必要なデータ ............................................ 32 
 「かんたん算定シート」の準備 ........................................................... 35 
 「⼊⼒シート」の配布と回収 ............................................................. 35 
 定期報告書への記⼊ ......................................................................... 36 

5. 各種操作方法 .............................................................................................. 37 
5-1． ZIP 形式のファイルを展開（解凍）する ..................................................... 37 
5-2． Excel で⾏を表示/非表示にする ................................................................ 37 

 非表示の⾏を表示する方法 ................................................................ 37 
 表示⾏の非表示方法 ......................................................................... 39 

5-3． シートの保護/保護の解除 ........................................................................ 40 
 シートの保護方法 ............................................................................ 40 
 シートの保護解除方法 ...................................................................... 40 

6. 変更点 ...................................................................................................... 41 
6-1． Ver.4 からの変更点 ................................................................................ 41 
6-2． Ver.4.1 からの変更点 ............................................................................. 41 
6-3． Ver.4.2 からの変更点 ............................................................................. 41 

 
 
 
 











2 
 

環境省事務事業編策定⽀援サイト1（以下「⽀援サイト」といいます。）からダウンロード
した ZIP 形式のファイルを、展開（解凍）してください【参考︓5-1．ZIP 形式のファイル
を展開（解凍）する】。ダウンロードしたファイルを展開すると「かんたん算定シート」と
いうフォルダが出⼒されます。「かんたん算定シート」フォルダ内の「システムファイル」
フォルダは、本システムの基礎となるファイルが格納されており、むやみにファイルの位置
や名称を変更すると、本システムが正しく動作しないことがあります。なるべく管理者以外
の人がこれらの変更を⾏わないよう注意してください。また、［システムファイル］フォル
ダのフォルダ名は変更しないでください。こちらもフォルダ名を変更すると正常に動作し
なくなります。 

なお、本システムを実⾏するには、Microsoft® Excel® 2002 以上の環境が必要となり
ます。Microsoft® Excel® 95/97/2000 では動作しません。 
 
 

1-2．Ver.3.1 からお使いいただいている方へ 

本システムは Ver.3.1 を基に改良したものであり、基本構成は Ver.3.1 とほぼ同じです
が、各システムファイルについては互換性が保たれていません。Ver.3.1 で使っていたデー
タを Ver.4.0 で使うためには、データの移⾏作業が必要です。本システムを Ver.3.1 からお
使いいただいている方向けに、本システム（Ver.4.0）への移⾏機能を⽤意しましたので、
それを使って移⾏作業を⾏ってください。Ver.3.1 で使⽤していたデータを Ver.4.0 へ移⾏
するときは、「2-9．Ver.3.1 からの移⾏」を参照してください。 

もちろん Ver.3.1 を使い続けることも問題ありませんので、各団体における実情を踏ま
えて使⽤するバージョンを選択してください。なお、Ver.4.0 では、次のような機能が新た
に搭載されています。 
 部局・課室並びに施設及びその施設データを一覧で管理できるようになりました。 
 「他人から供給された電気の使⽤」に係る電気事業者が事前に全て把握しきれていな

い場合でも、⼊⼒ブックの⼊⼒担当者がプルダウンメニューからも選択して⼊⼒でき
るようになりました。 

 施設ごとに各温室効果ガスの排出量を集計することができるようになりました。 
 改定版策定・実施マニュアルに記載されている「原単位」や「炭素集約度」を本システ

ムで算出できるようになりました。 
 
 

 
1 https://www.env.go.jp/policy/local̲keikaku/jimu/index.html 
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2-2．各ファイルの配置方法 

本システムを構成する各ファイルは、下の図のとおりに配置してください。配置場所が違
うと、システムが正しく動作しません。なお、Ver.4.0 から追加された「keisuu̲denki.xls」
については、環境省の⽀援サイトから⼊手する必要があります。詳細は、「2-3-3．(３)電気
事業者一覧の読み込み」を参照してください。 

なお、［作業⽤フォルダ］フォルダの中には、集計対象となるファイルのみを置いてくだ
さい。下の図では、［バックアップフォルダ］フォルダを置いていますが、必要に応じて、
集計対象としないバックアップしたファイルなどを置いておくフォルダを［作業⽤フォル
ダ］フォルダとは別に置いてください。これ以降の説明の中で、「作業前にバックアップを
取っておいてください」という旨の説明をしている箇所がありますが、バックアップしたフ
ァイルを［システムファイル］フォルダの中に⼊れてしまうと、「集計ブック」が一緒に集
計に含めてしまいますので、注意してください。 
 
 作業⽤フォルダ 

 システムファイル 
 管理ツールブック.xls 
 集計ブック.xls 
 一覧集計結果ブック.xls 
 keisuu̲denki.xls 

 集計 BOX 
 各施設から収集した⼊⼒ブックの xls ファイル 

 バックアップフォルダ 
（※「システムファイル」フォルダの外に置いたファイルは、集計対象にはなりません。） 
 
 

2-3．初期化 

本システムを利⽤し始めるには、初期化と呼ばれる一連の作業を⾏う必要があります。こ
れは事務事業編による「温室効果ガス総排出量」の算定の前提となる情報を本システムに登
録する作業です。初期化する作業は、全て［システムファイル］フォルダの中で⾏います。 

なお、既に使⽤中の⼊⼒ブックがある場合は「初期化」の作業は必要ありませんが、管理
ツールブックに対して「初年度」を記憶させる処理が必要です。Ver.4.0 の管理ツールブッ
クを初めて使うとき（［一括反映］ボタンをクリックしたとき）に、次のようなダイアログ
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ボックスが開きます。テキストボックスに、半角数字で初年度の年次を⼊⼒してください。
暦（⻄暦又は和暦）は⼊⼒ブックに登録している暦に合わせてください。 
 

 
 

部局・課室の登録 

事務事業編の対象となる活動を漏れなく算⼊するために、始めに算定の対象となる部局・
課室を登録します。「部局」、「課室」、「グループ」等、地方公共団体によって様々な組織の
形態があることが想定されますが、ここでは算定の最低単位としたい組織単位を基準に部
局・課室を列挙し、［管理ツールブック.xls］にある［部局・課室］シートに⼊⼒していく形
で登録します。 

この部局・課室の登録は、必須要件です。次のステップでは施設を登録する準備をします
が、登録されていない部局・課室が管理している施設は登録できません。 
 
1. ［システムファイル］フォルダに⼊っている［管理ツールブック.xls］を開き、［部

局・課室一覧］シートを開きます。 
 
2. ［A］列が部局・課室の名称を列挙する列になっています。ここに、事務事業編に

よる「温室効果ガス総排出量」の算定単位とする部局・課室の名称を列挙していき
ます。1 つのセルにつき 1 つの部局・課室を⼊⼒してください。 
なお、組織分掌としての上下関係は指定できません。例えば、「環境部」とその下部
組織として存在する「環境総務課」があったとして、これらを［部局・課室一覧］
シートへ⼊⼒したとしても、本システムではそれぞれ同列にある一主体として扱わ
れます。 

 
3. 全ての部局・課室を⼊⼒し終えたら、ファイルを上書き保存してください。 
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施設の登録 

［施設一覧］シートに各部局・課室が管理している施設を登録していきます。ここで⼊⼒
する施設は、各部局・課室が⼊居する施設ではありませんので注意してください2。ここで
いう「管理」とは、「温室効果ガス総排出量」の算定区分に掲げられている活動を主体的に
⾏っていることを指します。例えば、「他人から供給された電気の使⽤」であれば、「電気を
購⼊する」等の活動を⾏っていることを指し、他の誰かが購⼊した電気を使っている場合は
「管理」に当たらないこととします3。 
 
1. ［システムファイル］フォルダに⼊っている［管理ツールブック.xls］を開き、［施

設一覧］シートを開きます。 
 
2. ［A］列が施設の名称を列挙する列になっています。ここに、［部局・課室一覧］シ

ートに登録した部局・課室が管理している施設の名称を列挙していきます。1 つの
セルにつき 1 つの施設を⼊⼒してください。 
なお、［B］列では、その施設の管理を担当する部局・課室を選択してください。そ
れより右側の列は、施設に関する情報を自由に⼊⼒することができます。策定・実
施マニュアルで説明されている施設データの活⽤に合わせて、適宜、⼊⼒してくだ
さい【参考︓策定・実施マニュアル 4-2-2.】。 

 
3. 全ての施設を⼊⼒し終えたら、ファイルを上書き保存してください。 

 
なお、配布前の時点で全ての対象施設を把握しておく必要はありません。一部の属性を空

欄のまま、あるいは一部の施設が抜けたまま⼊⼒ブックを配布しても、配布後に各部局・課
室において各部局・課室が担当している施設や施設の情報を補って管理者へ返送すること
で、集計の際にデータを更新することができます。これにより、毎年の施設の改廃や施設の
改修などによる情報の変更を効率的に⾏うことができます。 

併せて、施設の分類も決めておくことをお勧めします。必須の要件ではありませんが、こ
れを決めておくと、後でベンチマーク評価【参考︓策定・実施マニュアル 4-2-5.(2)-2)】
に使うことができます。 
 

 
2 例えば、「市⺠税課」が市庁舎に⼊居していたとしても、市庁舎を管理しているわけでなければ、市庁
舎は市⺠税課の「施設」にはなりません。 
3 「市⺠税課」が市庁舎に⼊居して電気を使⽤していたとしても、「総務課」が市庁舎の電気を一括して
いるのであれば、市⺠税課が市庁舎を「管理」しているわけではないことになります。 
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調査項目の設定 

 地球温暖化対策推進法施⾏令第 3 条第 1 項で具体的に規定されている
区分に対する調査項目の調整 

事務事業編で算定する温室効果ガスの排出区分を指定します。［集計ブック.xls］の各シ
ートには、地球温暖化対策推進法施⾏令第 3 条第 1 項の各号に定められた全ての活動の区
分が調査項目として登録されていますが、該当する施設がないなどの理由で⼊⼒されない
ことが分かっている区分を非表示にすることができます。 

また、都市ガスや電気について、複数の事業者から購⼊しており、それによる排出係数の
違いを考慮したい場合などに、区分を分けることができます【参考︓策定・実施マニュアル
4-2-1.(1)-1)のコラム、ガイドライン 3.1.4.2-(3)や 3.5.3-①】。 
 
1. ［システムファイル］フォルダに⼊っている［集計ブック.xls］を開き、［集計シー

ト 1］シートを開きます。このシートが算定の初年度のシートとなります。 
 
2. ［A］列から［C］列に地球温暖化対策推進法施⾏令第 3 条第 1 項の各号に定めら

れた全ての活動の区分が調査項目として列挙されています。これらのうち、該当す
る施設がないなどの理由で⼊⼒されないことが分かっている区分を非表示にする
ことができます【参考︓5-2．Excel で⾏を表示/非表示にする】。 
緑⾊と⻘⾊の⾊分けは、目安として付けているものです。地方公共団体にほぼ共通
する項目を「緑⾊」、地方公共団体によっては該当する項目を「⻘⾊」にしていま
す。 

 
3. ［20］⾏から［29］⾏は電気事業者別に電気使⽤量を⼊⼒する欄になっています。

電気の購⼊先の電気事業者が分かっていれば、それに書き換えてください。その他
の使わない⾏は、空欄あるいは非表示にして構いません。 

 

なお、各施設が契約している電気事業者を事前に把握できない場合は、電気事業者
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係数の設定 

 温室効果ガスの排出係数 
各調査項目に対して温室効果ガスの排出係数を設定します。初期設定ではガイドライン

に記載されている数値が既定値になっています。排出係数は原則として地球温暖化対策推
進法施⾏令第 3 条第 1 項の係数を⽤いますが、場合によってはその他の係数を⽤いること
もできます。排出係数についての考え方は策定・実施マニュアルやガイドラインに記載され
ていますので、必ず参照の上、正しい係数を⽤いてください。 
 
1. ［システムファイル］フォルダに⼊っている［集計ブック.xls］を開き、［集計シー

ト 1］シートを開きます。 
なお、先述の「2-3-3．調査項目の設定」から続けて作業している場合は、そのま
ま次へ進んでください。 

 
2. ［S］列から［AN］列が排出係数を設定する欄です。各調査項目について、対象と

なる温室効果ガスの種類やその単位に注意しながら、最新の地球温暖化対策推進法
施⾏令第 3 条第 1 項と同じ値が⼊っていることを確認してください。灰⾊の網掛
けが付いている欄は、当該調査項目では当該温室効果ガスの排出量を計上しないこ
とを意味します。 
なお、本システムに⼊⼒済みのデータが地球温暖化対策推進法施⾏令第 3 条第 1 項
の改正の前後にまたがる場合の対応方法は、策定・実施マニュアルやガイドライン
を参照してください【参考︓策定・実施マニュアル 4-2-4.(2)、ガイドライン 3.3.3】。 

 
3. 全ての調査項目について⼊⼒し終えたら、ファイルを上書き保存してください。 

 

 単位発熱量 
任意で調査項目ごとに単位発熱量を設定することもできます。ここで設定する単位発熱

量は、炭素集約度を求めるために⽤いるものです。炭素集約度の使い方や単位発熱量の求め
方は、ガイドラインを参照してください【参考︓策定・実施マニュアル 4-2-5.(2)】。なお、
炭素集約度の算出に使う単位発熱量は、地球温暖化対策推進法施⾏令第 3 条の別表第 1 で
はなく、策定・実施マニュアル 4-2-5.(2)で紹介している係数（省エネ法⽤）を使う必要が
あります。 
 
1. ［システムファイル］フォルダに⼊っている［集計ブック.xls］を開き、［集計シー

ト 1］シートを開きます。 
なお、先述の「2-3-4．(１)温室効果ガスの排出係数」から続けて作業している場
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合は、そのまま次へ進んでください。 
 
2. ［AO］列が単位発熱量を設定する欄です。各調査項目について、単位発熱量を⼊⼒

してください。 
 
3. 全ての調査項目について⼊⼒し終えたら、ファイルを上書き保存してください。 

 

集計開始年度の指定と⼊⼒ブックへの設定の転記 

以上のとおり、下記の６つの事項が⼊⼒・設定できたら、初期化の最終ステップとして⼊
⼒ブックへ設定を転記します。このとき、集計開始年度も設定されます。 
 部局・課室の定義 
 施設情報 
 調査項目 
 電気事業者一覧 
 排出係数 
 単位発熱量 

なお、ここでの操作では、［システムファイル］フォルダに⼊っている［⼊⼒ブックテン
プレート.xls］に対してのみ設定が転記されます。 
 
1. ［システムファイル］フォルダに⼊っている［管理ツールブック.xls］を開き、［管

理］シートを開きます。 
このとき、［集計ブック.xls］やその他に開いているファイルがあれば、⼊⼒内容を
保存して閉じてください。 

 
2. ［初期化］ボタンをクリックしてください。 

 
3. 集計開始年度を設定するウィンドウが開きます。集計開始年度をプルダウンメニュ

ーから選択するか、プルダウンメニューの中に直接⼊⼒し、［初期化する］ボタン
をクリックします。 
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4. ［確認］ダイアログが表示されます。初期化の内容が表示されますので、内容を確

認して［はい］ボタンをクリックします。 
 
5. 初期化が完了すると、［システムファイル］フォルダ内の［集計ブック.xls］と［⼊

⼒ブックテンプレート.xls］に 10 箇年分の年度が設定されます。 
 
【例】初年度に「2011」を選択した場合 
「集計ブック.xls」の［集計シート１］は「2011 年度」〜［集計シート 10］は「2020
年度」に、［⼊⼒ブックテンプレート.xls］の［⼊⼒シート１］は「2011 年度」〜
［⼊⼒シート 10］は「2020 年度」となります。 

 
「⼊⼒ブックテンプレート.xls」については、施設に共通する項目を「緑⾊」、施設によっ

ては該当する項目を「⻘⾊」にしていますので、実情に合わせて⾊を変更することができま
す。⾊の変更を⾏う場合は、シートの保護を解除する必要がありますので、5-3．シートの
保護/保護の解除も併せて参照ください。 
 
 

2-4．⼊⼒ブックの配布 

以上の操作で、⼊⼒ブックの配布準備が整いました。各部局・課室担当者へ⼊⼒ブックを
配布して、データの⼊⼒を依頼します。 

⼊⼒ブックを各部局・課室担当者へ配布する方法については、特に制限はありません。特
定のフォルダに原本となるファイル（テンプレート）を置いておき、それを各部局・課室担
当者が複製して⼊⼒した後でそのフォルダへ戻す方法や、管理者から各部局・課室担当者宛
にメールなどで送信し、⼊⼒後に折返しメールなどで返送してもらう方法が考えられます。
いずれにしても、各地方公共団体の実情に合わせて、最も⼊⼒ブックをやり取りしやすい方
法を採⽤してください。 

ここでは、Ver.3.1 の操作説明書でも解説していた「共有フォルダ」を使った方法を紹介
します。この方法は、庁内でどの職員も共通に利⽤できるファイルサーバ（ネットワークド
ライブ）があることが前提ですが、最も簡単に⼊⼒ブックを共有できる方法です。 
 
1. 庁内で共通に利⽤できるファイルサーバに、各部局・課室担当者と⼊⼒ブックを共

有するためのフォルダを新規に作成してください。この操作説明書では、そのフォ
ルダのことを「共有フォルダ」と呼ぶことにします。 
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なお、この機能を実⾏すると、［システムファイル］フォルダ内の［⼊⼒ブックテンプレ

ート.xls］にも内容が反映されますので、忘れずにこのファイルも「共有フォルダ」に再度
上書きしてください。 
 
 

2-6．集計 

各部局・課室担当者から⼊⼒済みの⼊⼒ブックが全て回収できたら、集計を⾏います。集
計の方法は Ver.3.1 とほぼ同じです。一方、Ver.4.0 では、管理者が⼊⼒ブックを配布前に
個別に設定した電気事業者以外の電気事業者を担当者が電気事業者の一覧から選択できる
ようになりました。そのようにして追加された電気事業者（以下「担当者が追加した電気事
業者」といいます。）の排出係数は、管理者が後から設定する必要があります。 

ここでは、2-6-1．で担当者が追加した電気事業者の把握方法と排出係数の設定方法を説
明します。続く、2-6-2．と 2-6-3．で、Ver.3.1 から継承した「一括集計」と「一覧表示」
の方法を説明します。 
 

担当者が追加した電気事業者の把握と排出係数の設定 

先述したとおり、Ver.4.0 の⼊⼒ブックを使ったデータ収集では、集計する前に、担当者
が追加した電気事業者を把握し、それぞれの排出係数を管理者が設定する必要があります。 

そこで、Ver.4.0 では、集計ブックの［集計］シートに［電気事業者の転記］というボタ
ンを追加しました。このボタンを使うと、回収した各⼊⼒ブックに追記された担当者が追加
した電気事業者の名称を収集し、集計シートへ転記します。さらに、各⼊⼒ブックへは、集
計シートと同じ構成で、調査項目にある電気事業者の一覧を再構成し、使⽤量を然るべき⾏
へ転記します。これにより、各担当者がバラバラに⼊⼒していた電気事業者を、管理者が事
前にすべて把握してあらかじめ⼊⼒ブックに設定して配布したときと同じ状態にすること
ができます。 
 
1. ［システムファイル］フォルダにある［集計 BOX］フォルダに、⼊⼒済みの全ての

⼊⼒ブックをコピーします。 
 
2. ［集計ブック.xls］を開きます。 

 
3. ［集計］シートの［電気事業者の転記］ボタンをクリックします。終了するとダイ

アログが表示されますので、［OK］ボタンをクリックしてください。 
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4. 担当者が追加した電気事業者があれば、各「集計シート」の「他人から供給された

電気の使⽤」の欄に電気事業者の名称が転記されています。排出係数を設定し、「配
布後の一括設定変更」と同じ要領で、全ての⼊⼒ブックへ設定を適⽤します。 

 

一括集計 

各部局・課室担当者から⼊⼒済みの⼊⼒ブックが全て回収できたら、集計を⾏います。集
計の方法は Ver.3.1 とほぼ同じですが、先述のとおり、Ver.4.0 の⼊⼒ブックを使った場合
は、集計前に担当者が追加した電気事業者の把握と排出係数の設定を⾏ってください。 
 
1. ［システムファイル］フォルダにある［集計 BOX］フォルダに、⼊⼒済みの全ての

⼊⼒ブックをコピーします。なお、集計対象としない⼊⼒ブック（例えばバックア
ップした⼊⼒ブック）は、［システムファイル］フォルダの外に置いてください。 

 
2. ［集計ブック.xls］を開きます。 

 
3. ［集計］シートの［集計実⾏］ボタンをクリックすると、［確認］ダイアログが表示

されますので、［はい］をクリックし、集計を実⾏します。 
 

集計を⾏うと、［集計シート１］〜［集計シート 10］に集計値（全⼊⼒ブックの合算値）
が格納されます。過去に集計を⾏い、［集計 BOX］フォルダ内に、既に集計値が格納されて
いる場合、それらは上書きされ消去されます。そのため、過去の集計値を履歴として残して
おきたい場合、集計ブックをコピーし、集計時期などをファイル名に含めるなどしてくださ
い。 
 

一覧表示 

各⼊⼒ブックに⼊⼒されたデータを、合計することなく、一覧表示する方法があります。
「一括集計」と同様に、集計の方法は Ver.3.1 とほぼ同じですが、先述のとおり、Ver.4.0
の⼊⼒ブックを使った場合は、集計前に担当者が追加した電気事業者の把握と排出係数の
設定を⾏ってください。 
 
1. ［集計ブック.xls］を開きます。 

 
2. ［一覧集計実⾏］ボタンをクリックすると、同じフォルダに⼊っている⼊⼒ブック
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2-8．管理者での活⽤方法 

ベンチマーク評価 

施設情報の⼊⼒で設定した施設情報を使って、ベンチマーク評価を⾏うことができます。
「一覧集計結果ブック」を開くと、各シートの右端に「ベンチマーク」が出⼒されています。
これは、施設情報一覧で⼊⼒した施設分類ごとに原単位の平均を取ったものです。 

ベンチマークの評価の方法や事務事業編 PDCA 活動への活⽤方法は、策定・実施マニュ
アルを参照してください【参考︓策定・実施マニュアル 4-2-5.(2)-2)】。 
 

部局・課室別集計 

「一覧集計結果ブック」には、施設名の他に部局・課室も出⼒しています。本システムに
部局・課室別に集計する機能は付けていませんが、Excel の SUMIF 関数を始めとしたワー
クシート関数を⽤いることで、部局・課室別に集計することができます。 

部局・課室別集計の方法や事務事業編 PDCA 活動への活⽤方法は、策定・実施マニュア
ルを参照してください【参考︓策定・実施マニュアル 4-2-5.(1)-2)】。 

省エネ法における定期報告書などにおいては、全庁合計である「温室効果ガス総排出量」
とは異なり、管理者（例︓⾸⻑部局、教育委員会）ごとに集計・提出等が必要です。部局・
課室の情報が付与された施設ごとの一覧表を基礎データとして活⽤することで、管理者ご
とに集計することができます。ただし、単位発熱量について本システムに登録した値が、省
エネ法の手続のために規定されている単位発熱量と相違した場合には、エネルギー消費量
の値を省エネ法の手続のために適⽤することはできません。管理者ごとなどに燃料や電気
などの個別の使⽤量を集計した上で、省エネ法の手続で必要な単位発熱量を適⽤し、省エネ
法の手続におけるエネルギー使⽤量を計算することをお勧めします。 
 

目標達成度の評価 

「一覧集計結果ブック」には、施設名の他に部局・課室も出⼒しています。本システムに
部局・課室別に集計する機能は付けていませんが、Excel の SUMIF 関数を始めとしたワー
クシート関数を⽤いることで、部局・課室別に集計することができます。 

部局・課室別集計の方法や事務事業編 PDCA 活動への活⽤方法は、策定・実施マニュア
ルを参照してください。 
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移⾏作業の流れ 

移⾏作業の具体的な流れを説明します。この作業の前に、念のため、これまでのデータ
（Ver.3.1 で扱っていたデータ）をバックアップしておいてください。 
 
1. Ver.3.1 のファイルと Ver.4.0 のシステムファイルを下の図のように配置してくだ

さい。「新版」フォルダと「旧版」フォルダの名称は任意です。また、「新版」フォ
ルダは空のままで構いません。 
［システムファイル］フォルダは、Ver.4.0 のシステムファイル一式を⼊れておき
ます。「旧版」フォルダには、これまで使っていた Ver.3.1 の「集計ブック」と各施
設から収集した⼊⼒ブックの xls ファイルを⼊れてください。 
 
 作業⽤フォルダ 

 システムファイル 
 管理ツールブック.xls 
 集計ブック.xls 
 一覧集計結果ブック.xls 
 keisuu̲denki.xls 

 新版 
 旧版 

 Ver.3.1 で使っていた集計ブック 
 Ver.3.1 で各施設から収集した⼊⼒ブックの xls ファイル 

 

  
 
2. Ver.4.0 の「管理ツールブック」を開き、［部局・課室一覧］シートに部局・課室名

を⼊⼒してください。また、可能であれば［施設一覧］シートに施設名を⼊⼒して
ください。詳しくは、「2-3-1．部局・課室の登録」と「2-3-2．施設の登録」を参
照してください。 

 
3. 「管理ツールブック」の［管理］シートにある［データ移⾏処理］ボタンをクリッ

クしてください。この作業により、「集計ブック」と各⼊⼒ブックに記載されてい
た「施設名称」、「調査区分」、「活動量データ」、「排出係数」、セルの表示/非表示の
設定が転記されます。 
なお、この作業には時間が掛かるため、時間に余裕をもって処理を実⾏してくださ
い。 
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4. 必須事項ではありませんが、炭素集約度を算出する場合は、「集計ブック」の［発熱
量］欄（AO 列）に炭素集約度を算出するための単位発熱量を⼊⼒してください。
炭素集約度算出のための単位発熱量の考え方は、「2-3-4．(２)単位発熱量」を参照
してください。 

 
5. 必須事項ではありませんが、データ移⾏後に集計ブックの内容を書き換えた場合

（単位発熱量を設定した等）は「管理ツールブック」の［一括反映］ボタンを使っ
て、各⼊⼒ブックへ内容を反映してください。 

 
6. 最後に、「集計ブック」の［集計実⾏］ボタンをクリックして集計を実⾏してくださ

い。この作業により、施設情報が「管理ツールブック」に集約されます。 
 

なお、既に使⽤中の⼊⼒ブックがある場合は「初期化」の作業は必要ありませんが、管理
ツールブックに対して「初年度」を記憶させる処理が必要です。Ver.4.0 の管理ツールブッ
クを初めて使うとき（［一括反映］ボタンをクリックしたとき）に、次のようなダイアログ
ボックスが開きます。テキストボックスに、半角数字で初年度の年次を⼊⼒してください。
暦（⻄暦又は和暦）は⼊⼒ブックに登録している暦に合わせてください。 
 

 
 

また、移⾏作業の後の作業として、必要に応じて次のことを検討してください。 
 施設詳細情報の⼊⼒︓ 必要に応じて施設詳細情報を⼊⼒する必要がありますが、管理

者が一括して⼊⼒してから各⼊⼒ブックへ反映して各担当者へ配布することも可能で
すし、各担当者に⼊⼒ブックへ⼊⼒していただいたものを集計時に「管理ツールブック」
へ集約することも可能です。いずれかの方法で対応してください。 

 各担当者へ⼊⼒ブックを再配布︓ 次回に活動量を管理者へ報告する際に、Ver.3.1 の
まま返送しないよう注意喚起を添えて、Ver.4.0 へ載せ替えた⼊⼒ブックを再配布して
ください。 
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3. 各部局・課室担当者向けガイド 

3-1．⼊⼒ブックの⼊⼒ 

事務事業編による「温室効果ガス総排出量」を取りまとめている管理者から⼊⼒ブックが
配布されたら、早速、データを⼊⼒していきます。手元に必要な資料を⽤意してください。 
 
1. ⼊⼒ブックを開きます。⼊⼒すべきファイルの名称は、管理者にお問い合わせくだ

さい。 
 
2. ［はじめに］シートを開きます。まず、部局・課室名を⼊⼒します（［F13］セル）。

あらかじめ管理者が部局・課室名のリストを⼊⼒していますので、プルダウンメニ
ューから選択できるようになっているはずです。もしも、プルダウンメニューの中
に該当する部局・課室がない場合は、管理者にお問い合わせください。 

 
3. 同じく［はじめに］シートに施設名を⼊⼒します（［F14］セル）。こちらもあらか

じめ管理者が施設の一覧を⼊⼒していますので、プルダウンメニューから選択でき
るようになっているはずです。もしも、プルダウンメニューの中に該当する施設が
ない場合は、次の 4.に示す方法で、担当者側から登録することができます。 
施設を登録する必要がなかった場合は、5.へ移ってください。 

 
4. ［はじめに］シートの施設名のプルダウンメニューに該当する施設が登録されてい

なかった場合には、当該欄（[F14]セル）において、プルダウンメニューを使わず
に、直接に⼊⼒したい施設名を⼊⼒してください。 

 
5. ［施設情報⼊⼒・確認］シートを開きます。［B1］セルと［B2］セルに、それぞれ

部局・課室名と施設名が表示されていることを確認してください。 
続いて、［5］⾏の内容を確認します。ここには、管理者が把握している施設情報が
記載されています。もしも改修などにより変更が必要な場合は、［6］⾏に正しいデ
ータを⼊⼒してください。管理者が集計を⾏ったときに、管理者側のデータセット
に更新されます。 

 
6. 「⼊⼒シート」を開きます。⼊⼒するべきシート（年度）は、管理者にお問い合わ

せください。 
各部局・課室担当者が⼊⼒する欄は、主に［E］列から［Q］列です。⽉別に⼊⼒で
きる場合は［E］列から［P］列に、年計で⼊⼒する場合は［Q］列に⼊⼒してくだ
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さい（※）。なお、「［E］列から［P］列」と「［Q］列」に同時に⼊⼒してしまうと、
合計欄の数値が誤ったものになってしまいます。重複して⼊⼒しないように注意し
てください。 
数値の⼊⼒方法や根拠とする資料の集め方は、策定・実施マニュアルやガイドライ
ンを参照してください【参考︓策定・実施マニュアル 4-2-4.(2)、ガイドライン 3.4】。 
 
※下記の調査項目については、「年計⼊⼒」の欄にのみ⼊⼒してください。これら
は、活動量が年間を通じた平均的な量として把握すべき項目です。⽉別に値を⼊⼒
すると、本来の 12 倍の値として温室効果ガスの排出量が算定されてしまいます。 
 家畜の飼養（消化管内発酵）（単位︓頭） 
 家畜の排せつしたふん尿の管理（単位︓頭・⽻） 
 牛の放牧（単位︓頭） 
 水田の耕作（単位︓m2） 
 浄化槽によるし尿及び雑排水の処理（単位︓人） 
 自動⾞⽤エアコンディショナー（使⽤時）（単位︓台） 
 六ふっ化硫⻩が封⼊された電気器具（使⽤時）（単位︓kg-SF6） 

 
7. 当該施設で電気を購⼊している電気事業者が記載されていない場合は、小売電気事

業者の一覧から選択して⼊⼒できます。 
［A20］セルの「他人から供給された電気の使⽤」という文字をクリックしてくだ
さい。［203］⾏にジャンプします。［C203］セルから［C214］セルでは、プルダ
ウンメニューから小売電気事業者を選択して⼊⼒できます。 
⼊⼒が終わったら、［A203］セルの「他人から供給された電気の使⽤」という文字
をクリックすれば、元の場所へ戻ります。 

 
8. 全ての部局・課室を⼊⼒し終えたら、ファイルを上書き保存して閉じてください。 

⼊⼒が終わった旨、管理者へ報告して、⼊⼒ブックを提出してください。 
 
 

3-2．各部局・課室での活⽤ 

「温室効果ガス総排出量」の経年変化 

 施設ごとの［⼊⼒シート 1］〜［⼊⼒シート 10］に使⽤量が⼊ると、⽉別・年度別の温
室効果ガス種別のグラフが作成されます。グラフは、温室効果ガス排出量などの名前で、［⼊
⼒シート 10］以降にあります。［温室効果ガスの排出量］シートの［目標］欄（［M］列）に
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の算出に使う単位発熱量は、地球温暖化対策推進法施⾏令第 3 条の別表第 1 ではなく、策
定・実施マニュアル 4-2-5.(2)で紹介している係数（省エネ法⽤）を使う必要があります【参
考︓策定・実施マニュアル 4-2-5.(2)】。 
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4. 省エネ法（⼯場等に係る措置）定期報告書への応⽤ 

4-1．本章の概要 

本章の目的 

この章では、本システムを⽤いて、省エネ法（⼯場等に係る措置。以下、これに限定しま
す。）の定期報告書（以下「省エネ法定期報告書」といいます。）を作成するために必要なデ
ータを収集・集計するための応⽤方法についてまとめています。省エネ法定期報告書の出⼒
までを包括的に含むわけではありませんが、本システムによる「施設のデータを収集する」
という機能を応⽤して、省エネ法定期報告書作成のための事務の負担を軽減することを意
図したものです。 

多くの場合、事務事業編による「温室効果ガス総排出量」の算定の取りまとめを⾏う部局・
課室（管理者）があると思われます。また、一方で、管理者から求められて各部局・課室の
基礎データをまとめる担当職員（担当者）がいると思われます。この操作説明書は、主にか
んたん算定シートのマニュアルでいう「管理者」を想定しています。事務事業編の担当者と
省エネ法定期報告書の担当者が必ずしも同じとは限りませんが、使⽤方法の考え方は事務
事業編と同じです。 

なお、このマニュアルでは、自団体の全部又は一部が省エネ法第 7 条による特定事業者
又は同法第 19 条による特定連鎖化事業者に指定されており、かつ、既に事務事業編でかん
たん算定シートを使っていることを前提としています。 
 
 

エネルギーの使⽤の合理化に関する法律に基づく定期報告書の概要 

エネルギーの使⽤の合理化に関する法律では、⼯場等に係る措置として、一定の条件を満
たす事業者に省エネ法定期報告書の提出が義務付けられています。対象となる事業者は、省
エネ法第７条の規定に基づく「特定事業者」及び第 19 条の規定に基づく「特定連鎖化事業
者」に指定された事業者です。ここで、「事業者」とは原則として法人格を有する企業単位
を指し、この事業者が設置する全ての⼯場等で使⽤するエネルギーが報告の対象となりま
す。「⼯場等」とは、「一定の目的をもってなされる同種の⾏為の反復継続的遂⾏が⾏われる
一定の場所（⼯場・事業場）」を意味し、営利的事業か非営利的事業かを問いません。した
がって、地方公共団体であっても前述の省エネ法の規定に該当すれば定期報告書の提出対
象となります。定期報告書に関する詳細は、資源エネルギー庁省エネルギー・新エネルギー
部省エネルギー課が公表している「エネルギーの使⽤の合理化に関する法律第 15 条及び第
19 条の２に基づく定期報告書記⼊要領」（以下「記⼊要領」といいます。）を御確認くださ
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い。 
集計対象となっているエネルギーの種類やその集計方法が事務事業編とは異なる部分が

あるので注意を要しますが、基本的なデータの⼊手や計算方法は事務事業編と似ている部
分が多く、事務事業編で既に⽤いているツールやノウハウをいかすことができる余地が多
くあります。 
 
 

4-2．作業の流れ 

作業の方針 

まず、下準備を⾏います。定期報告の対象となる施設を把握し、省エネ法定期報告書の記
⼊に必要なデータを把握します。そして、これに基づいて省エネ法定期報告書に必要なデー
タの⼊⼒欄を本システムに設けていきます。 

次に、各部局・課室に依頼して、データを提供していただきます。事務事業編のデータの
やり取りと同様の要領で各部局・課室でのデータを⼊⼒していただきます。 

最後に、これを回収・集計します。省エネ法定期報告書の記⼊に必要な形に加⼯して、省
エネ法定期報告書を作成します。 

なお、省エネ法定期報告書では、調査区分が同一の名称を⽤いていても事務事業編とは考
え方が異なることもあります（例えば「電気」については、単に電気使⽤量を集計するだけ
ではなく、購⼊した小売電気事業者別に集計することや、必要に応じて電気需要平準化時間
帯の消費量を求めておく必要があります。）ので、初めて省エネ法定期報告書を提出する場
合は資源エネルギー庁等が公表している定期報告の要領を熟読してから作業を⾏ってくだ
さい。 

次項からは、以上の流れについて順を追って説明します。 
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図 2 この操作説明書で説明する作業の概観 

 
 

省エネ法定期報告書の作成に必要なデータ 

ここでは、省エネ法の対象となる施設と省エネ法定期報告書に必要なデータ項目を整理
します。 

まず、特定事業者又は特定連鎖化事業者（以下「特定事業者」とします。）が設置する全
ての⼯場等を把握してください。これが省エネ法定期報告書の提出対象となります。事務事
業編とは必ずしも同一にはなりませんので、注意してください。なお、自団体でのエネルギ
ー管理の範囲が分からない場合は、資源エネルギー庁による「改正省エネ法における地方公
共団体のエネルギー管理の範囲について」（2010 年 2 ⽉ 10 日）4を参照してください。 

次に、省エネ法定期報告書に必要なデータ項目を整理します。省エネ法定期報告書の作成
には、事務事業編で収集するデータに加えて表 4 に例として示すようなデータが必要にな
ります。また、それに関連するデータも必要な場合がありますので、事前に省エネ法定期報
告書の作成要領や作成⽀援ツール（省エネ法施⾏規則第 17 条、第 18 条及び様式第 9）を
御覧になり、自団体で必要なデータを漏れなく把握するようにしてください。 

これらのうちの幾つかは、各団体が所有する施設の構成によっては必ずしも必要になる
とは限りませんので、各データの必要要件等は、省エネ法定期報告書の作成要領を確認して
ください。以下では、平成 29 年８⽉４日に公表された記⼊要領に基づいて説明します。 
 

 
4 2019 年 3 ⽉ 14 日現在、下記の URL から⼊手できます。 
http://www.enecho.meti.go.jp/category/saving̲and̲new/saving/summary/pdf/besshi090710.
pdf 

定期報告の対象範囲を把握する。

本システムの設定を変更する。

各部局・課室からデータを提供していただく。

集計して省エネ法定期報告書へ記⼊する。
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なお、データの定義や集計方法において事務事業編とは異なる部分があることを各部局・
課室の担当者にもお伝えいただくとデータの収集が便利かもしれません。 
 
 

定期報告書への記⼊ 

⼊⼒シートの収集が終わったら、集計します。事務事業編では、回収した⼊⼒ブックを一
括して集計していましたが、省エネ法定期報告書では、その⼊⼒項目に合わせて集計する必
要があります。例えば、次のような点に留意する必要があります。 
 複数の事業者が含まれている場合︓例えば地方公共団体における知事部局等とは別の

事業者としてエネルギー管理を⾏う必要がある事業がある場合は、データ収集を一度
に済ませたとしても、集計の段階では別々に分ける必要があります。 

 複数の事業分類が含まれている場合︓一般的な地方公共団体における知事部局等によ
る事業者には、複数の事業分類が含まれることが多いと思われます。省エネ法定期報告
書の「特定－第 3 表」では、事業分類ごとにエネルギー使⽤量を集計する必要がありま
す。 

このような集計を⾏うには、⼤きく次の 2 つの方法が考えられます。 
 あらかじめ⼊⼒ブックを分けておいて、別々に集計プログラムを実⾏します。すなわち、

事業者や事業分類ごとに⼊⼒ブックを別々のフォルダに分けておき、それぞれに対し
て集計ブックのプログラムを実⾏していくということです。ファイルを分ける手間が
ありますが、直感的に操作することができるため、難易度は⽐較的低いと思われます。 

 一覧集計結果ブックに出⼒し、Excel 上で小分けにしていきます。一覧集計結果ブック
を使うだけでは省エネ法定期報告書の記⼊に必要なデータを作ることができるわけで
はないですが、一旦、ここへデータを出⼒しておくことで、ファイル操作をすることな
く Excel 上の操作だけで集計できます。集計ブックに⼊⼒されたデータは、一覧集計結
果ブックの「一覧集計」シートへ出⼒されます。一方で、「施設情報⼊⼒・確認」シー
トに⼊⼒された情報は、管理ツールブックの「施設一覧」シートに出⼒されます。そこ
で、これらを「施設名称」と「担当部局・課室」をキーに紐付ける形で 1 枚のシートに
まとめ、そこから SUMIF 関数などを⽤いて事業者や事業分類ごとの集計を進めていき
ます。この方法は、ファイル操作が 1 回で済む点で作業が少ない反⾯、Excel のテクニ
ックが必要になるため、Excel 操作に慣れた方向けの方法です。 

 
最後に、集計した値を⽤いて、省エネ法定期報告書へデータを⼊⼒していきます。 
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5-3．シートの保護/保護の解除 

シートの保護方法 

【Excel 2003 の場合】 
保護するシートを選択した状態で、メニューバーの [ツール] → [保護] → [シートの

保護] をクリックします。「シートの保護」ダイアログが表示され、パスワード⼊⼒欄や
許可する操作を選択する欄がありますが、何もせず、そのまま「OK」ボタンを押してく
ださい。 
 

【Excel 2007, 2010,2013 の場合】 
保護するシートを選択した状態で、メニューバーの [校閲] → [シートの保護] をクリ

ックします。「シートの保護」ダイアログが表示され、パスワード⼊⼒欄や許可する操作
を選択する欄がありますが、何もせず、そのまま「OK」ボタンを押してください。 
 

シートの保護解除方法 

【Excel 2003 の場合】 
解除するシートを選択した状態で、メニューバーの [ツール] → [保護] → [シート保

護の解除] をクリックします。 
 

【Excel 2007, 2010,2013 の場合】 
解除するシートを選択した状態で、メニューバーの [校閲] → [シート保護の解除] を

クリックします。 
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6. 変更点 

6-1．Ver.4 からの変更点 

平成 28 年 3 ⽉に公開した Ver.4 からの変更点は下記の通りです。 
 
 一覧集計結果ブックにおいて、各シートの C 列から I 列に⼊⼒した値や数式がプログ

ラムによって削除されてしまう問題を解消しました。合計欄としてお使いいただけま
す。 

 

6-2．Ver.4.1 からの変更点 

平成 31 年 3 ⽉に公開した Ver.4.1 からの変更点は下記の通りです。 
 
 管理ツールブックを修正し、2017 年以降の⼊⼒ブックに電気事業者名が反映されない

問題を解消しました。 
 keisuu̲denki.xls を、電気事業者毎の排出係数一覧＜令和元年度実績（R3/3/25 告示）

追加＞に差替えました。 
 

6-3．Ver.4.2 からの変更点 

令和 3 年 8 ⽉に公開した Ver.4.2 からの変更点は下記の通りです。 
 
 ⼊⼒ブックテンプレートの「炭素集約度」シートについて、炭素集約度を算出する計算

式を修正しました（セル B19〜セル K19）。また、炭素集約度の表示桁数を小数点以下
6 桁まで表示するように修正しました。 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【お問合せ先】 

 

環境省 ⼤臣官房 環境計画課 TEL︓03-5521-8234 


